
1 令和7年3月31日（月曜日） （増刊　50）東　京　都　公　報

雑
　
　
　
報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
共
済
組
合
）…	

一

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
運
営
規
則
の
一
部
変
更
…
…
…（
同
）…	

一

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等
に
関

　

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	
四

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
情
報
公
開
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

四

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
人
間
ド
ッ
ク
の
実
施
に
関
す
る
規

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用

　

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

七

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

七

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
診
療
報
酬
等
調
査
委
員
規
程
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一
一

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
障
害
審
査
委
員
規
程
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一
二

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
診
療
所
処
務
規

　

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一
二

○
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
一
号
（
東

　

京
都
職
員
共
済
組
合
の
所
属
所
、
所
属
所
長
及
び
委
任
事

　

務
等
の
決
定
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

一
二

雑
　
　
　
報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公

告
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
の
表
中
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
四
十
一
・
八
」

を
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
四
十
六
・
三
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
四

十
・
三
三
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
四
十
四
・
八
」
に
、
「
一
、
〇

〇
〇
分
の
四
十
三
・
二
七
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
四
十
七
・
八
」

に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
の
二
中
「
千
分
の
八
十
三
・
六
」
を
「
千
分
の
九
十

二
・
六
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「
千
六
百
九
十
九
円
」
を
「
千
六
百

五
十
八
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
千
八
百
三
十
三
円
」
を

「
二
千
八
百
十
六
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
千
三
百
七
十
五

円
」
を
「
二
千
二
百
十
九
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
八
項
の
表
中
「
千
三
百
七
十
五
円
」
を
「
二
千
二
百
十

九
円
」
に
、
「
二
百
八
十
四
円
」
を
「
二
百
八
十
二
円
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
変
更
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
運
営
規
則
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
公
告
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

東
京
都
職
員
共
済
組
合
運
営
規
則
の
一
部
変
更
に
つ

い
て

東
京
都
職
員
共
済
組
合
運
営
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日

公
告
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
の
表
介
護
休
業
手
当
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

育
児
休
業
支
援
手
当
金

別
紙
様
式
第　

三
十
号

育
児
時
短
勤
務
手
当
金

別
紙
様
式
第
三
十
一
号

別
紙
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
一
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

50

目

次

▷



2令和7年3月31日（月曜日）（増刊　50） 東　京　都　公　報
様
式
第
１
号
の
２
（
第
７
条
関
係
）

組
合
員
資
格
情
報
等
訂
正
申
告
書

（
住
所
変
更
）

年
月

日

－

カ
ナ
住
所
１
　
（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）

カ
ナ
住
所
２
　
（
字
町
名
等
）

カ
ナ
住
所
３
　
（
ア
パ
ー
ト
、
方
書
）

漢
字
住
所
１
　
（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）

漢
字
住
所
２
　
（
字
町
名
等
）

漢
字
住
所
３
　
（
ア
パ
ー
ト
、
方
書
）

上
記
の
と
お
り
申
告
し
ま
す
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
殿

年
月

日
申
請
者

氏
　
名

㊞

上
記
の
記
載
事
項
は
、
事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

年
月

日
職
　
名

所
属
所
長

氏
　
名

申
請
者
の
「
氏
名
」
の
欄
は
、
記
名
押
印
に
代
え
て
、
自
筆
に
よ
る
署
名
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

組組
合合
員員
本本
人人
用用

委
任
先
番
号

所
属
所
名

組
合
員
番
号

組
合
員
氏
名

変
更
年
月
日

漢
字
住
所

郵
便
番
号

変更後の住所

カ
ナ
住
所

備
　
　
　
　
考

変
更
前
の
住
所

印

様
式
第
１
号
（
第
７
条
関
係
）

フ
リ
ガ
ナ

氏
名

年
月

日

１
．
　
氏
名
　
（
　
ア
．
組
合
員
　
　
イ
．
被
扶
養
者
　
）
　

２
．
　
性
別
　
（
　
ア
．
組
合
員
　
　
イ
．
被
扶
養
者
　
）
　

３
．
　
生
年
月
日
　
（
　
ア
．
組
合
員
　
　
イ
．
被
扶
養
者
　
）
　

４
．
　
そ
の
他
　
（

フ
リ
ガ
ナ

年
月

日

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

年
月

日

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

年
月

日

氏
名

フ
リ
ガ
ナ

年
月

日

氏
名

　
訂
正
前
の
　
氏
名
　
・
　
性
別
　
・
　
生
年
月
日
　
・
　
そ
の
他
（

）

上
記
の
と
お
り
申
告
し
ま
す
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
殿

年
月

日
申
請
者

氏
　
名

㊞

上
記
の
記
載
事
項
は
、
事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

年
月

日
職
　
名

所
属
所
長

氏
　
名

―
記
入
上
の
注
意
―

１
　
該
当
事
項
は
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

２
　
申
請
者
の
「
氏
名
」
の
欄
は
、
記
名
押
印
に
代
え
て
、
自
筆
に
よ
る
署
名
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
　
資
格
確
認
書
等
に
は
、
組
合
員
証
・
被
扶
養
者
証
・
高
齢
受
給
者
証
を
含
み
ま
す
（
令
和
７
年
1
2
月
１
日
ま
で
）
。

資
格
確
認
書
等
回
収

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
登
録

１
．
有

２
．
念
書

１
．
有

２
．
無

３
．
交
付
な
し

順
位

性
別

資
格
確
認
書
等
回
収

訂
正
前
の
事
項

備
　
　
考

被
扶
養
者
氏
名

生
年
月
日

順
位

性
別

組
　
合
　
員
　
資
　
格
　
情
　
報
　
等
　
訂
　
正
　
申
　
告
　
書

訂訂
正正
項項
目目

被
扶
養
者
氏
名

生
年
月
日

訂正する被扶養者

被
扶
養
者
氏
名

生
年
月
日

被
扶
養
者
氏
名

生
年
月
日

委
任
先
番
号

所
属
所
名

組
合
員
番
号

組
合
員
氏
名

生
年
月
日

性
別

１
．
男

２
．
女

順
位

性
別

資
格
確
認
書
等
回
収

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
登
録

１
．
有

２
．
無

１
．
有

２
．
念
書

　
３
．
交
付
な
し

順
位

性
別

資
格
確
認
書
等
回
収

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
登
録

１
．
有

２
．
念
書

１
．
有

２
．
無

　
３
．
交
付
な
し

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
登
録

１
．
有

２
．
念
書

１
．
有

２
．
無

　
３
．
交
付
な
し

資
格
確
認
書
等
回
収

マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
登
録

１
．
有

２
．
念
書

１
．
有

２
．
無

　
３
．
交
付
な
し

印
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様
式

第
3
0
号

（
第

1
7
条

関
係

）

円円

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

育育
児児

休休
業業

支支
援援

手手
当当

金金
請請

求求
書書

種
　

別
登

　
録

　
番

　
号

所
属

所
名

組
合

員
氏

名

組
合

員
番

号

標
準

報
酬

月
額

（
請

求
開

始
月

の
額

）

請
求

金
額

（
請

求
期

間
初

日
か

ら
末

日
ま

で
の

総
額

）

請
求

の
理

由

請
求

期
間

□
　

１
　

配
偶

者
が

対
象

期
間

内
に

育
児

休
業

等
を

1
4
日

以
上

取
得

し
た

場
合

□
　

２
　

配
偶

者
の

な
い

者
そ

の
他

総
務

省
令

で
定

め
る

者
で

あ
る

場
合

最
長

3
歳

の
誕

生
日

の
前

日
ま

で

理
由

２
の

場
合

　
　

　
 　

□
組

合
員

の
育

児
休

業
等

の
所

属
承

認
書

（
写

し
）
、

□
住

民
票

（
写

し
）
、

□
そ

の
他

必
要

書
類

理
由

４
の

場
合

　
　

　
　

 □
組

合
員

の
育

児
休

業
等

の
所

属
承

認
書

（
写

し
）
、

□
配

偶
者

の
産

後
休

業
等

の
所

属
承

認
書

（
写

し
）
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
 　

□
配

偶
者

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
（
写

し
）
又

は
母

子
健

康
手

帳
（
写

し
）
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

そ
の

他
必

要
書

類

理
由

３
の

場
合

　
　

　
　

 □
組

合
員

の
育

児
休

業
等

の
所

属
承

認
書

（
写

し
）
、

□
配

偶
者

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
（
写

し
）
又

は
母

子
健

康
手

帳
（
写

し
）
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

そ
の

他
必

要
書

類

理
由

５
～

６
の

場
合

　
　

□
組

合
員

の
育

児
休

業
等

の
所

属
承

認
書

（
写

し
）
、

□
配

偶
者

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
（
写

し
）
又

は
母

子
健

康
手

帳
（
写

し
）
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

そ
の

他
必

要
書

類

●●　　太太　　線線　　枠枠　　内内　　をを　　記記　　入入　　しし　　てて　　くく　　だだ　　ささ　　いい

雇
用

保
険

の
 加

入
の

有
無

育
児

休
業

に
係

る
子

の
生

年
月

日
    　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

第
　

　
　

　
　

級

育
児

休
業

承
認

期
間

雇
用

保
険

加
入

者
の

場
合

不
支

給
理

由

　
□

有
　

　
□

無

※
有

の
場

合
、

雇
用

保
険

法
が

優
先

さ
れ

ま
す

。

添
付

書
類

理
由

１
の

場
合

　
　

　
　

 □
組

合
員

の
育

児
休

業
等

の
所

属
承

認
書

（
写

し
）
、

□
配

偶
者

の
育

児
休

業
等

の
所

属
承

認
書

（
写

し
）
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
 　

□
配

偶
者

の
記

載
の

あ
る

住
民

票
（
写

し
）
又

は
母

子
健

康
手

帳
（
写

し
）
、

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
□

そ
の

他
必

要
書

類

□
　

３
　

配
偶

者
が

雇
用

保
険

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

適
用

事
業

に
雇

用
さ

れ
る

労
働

者
で

な
い

場
合

□
　

５
　

配
偶

者
が

育
児

休
業

等
に

係
る

子
の

出
生

の
日

か
ら

起
算

し
て

5
6
日

を
経

過
す

る
日

の
翌

日
ま

で
の

期
間

内
に

お
い

て
当

該
子

を
養

育
す

る

　
　

　
　

 た
め

の
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
と

し
て

総
務

省
令

で
定

め
る

場
合

□
　

４
　

配
偶

者
が

当
該

育
児

休
業

等
に

係
る

子
に

つ
い

て
総

務
省

令
で

定
め

る
休

業
（
産

後
休

業
等

）
を

し
た

場
合

□
　

６
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

最
長

2
8
日

（
週

休
日

を
含

め
ず

。
）
ま

で

上
記

の
と

お
り

請
求

し
ま

す
。

東
京

都
職

員
共

済
組

合
理

事
長

　
殿

年
月

日
〒

請
求

者

住
 所

年
月

日

[注
意

事
項

]

　
請

求
期

間
の

末
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

以
降

に
請

求
し

て
く
だ

さ
い

。

課
　

長
＊

請
求

者
の

「
氏

名
」

の
欄

は
、

記
名

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、
自

筆
に

よ
る

署
名

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

共
済

組
合

決
定

欄

共
済

組
合

受
付

印

課
長

代
理

所
属

所
長

職
 
名

担
  当

氏
 
名

　
記

入
漏

れ
・
誤

り
が

あ
る

場
合

は
、

補
正

の
た

め
書

類
を

返
戻

し
ま

す
。

支
給

が
遅

れ
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
の

で
御

注
意

く
だ

さ
い

。

　
上

記
の

記
載

事
項

は
、

事
実

と
相

違
な

い
も

の
と

認
め

ま
す

。

氏
 名

担
当

者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連

絡
先

請
求

者

印印 ㊞㊞

様
式
第
１
号
の
３
（
第
７
条
関
係
）

組
合
員
資
格
情
報
等
訂
正
申
告
書

（
住
所
変
更
）

年
月

日

年
月

日

１
．
同
居

２
．
別
居

年
月

日

１
．
同
居

２
．
別
居

年
月

日

１
．
同
居

２
．
別
居

年
月

日

１
．
同
居

２
．
別
居

－

カ
ナ
住
所
１
　
（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）

カ
ナ
住
所
２
　
（
字
町
名
等
）

カ
ナ
住
所
３
　
（
ア
パ
ー
ト
、
方
書
）

漢
字
住
所
１
　
（
都
道
府
県
、
市
区
町
村
）

漢
字
住
所
２
　
（
字
町
名
等
）

漢
字
住
所
３
　
（
ア
パ
ー
ト
、
方
書
）

上
記
の
と
お
り
申
告
し
ま
す
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
殿

年
月

日
申
請
者

氏
　
名

㊞

上
記
の
記
載
事
項
は
、
事
実
と
相
違
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

年
月

日
職
　
名

所
属
所
長

氏
　
名

―
記
入
上
の
注
意
―

１
　
該
当
事
項
は
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

２
　
申
請
者
の
「
氏
名
」
の
欄
は
、
記
名
押
印
に
代
え
て
、
自
筆
に
よ
る
署
名
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
　
変
更
す
る
住
所
が
複
数
あ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
住
所
ご
と
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

委
任
先
番
号

所
属
所
名

組
合
員
番
号

組
合
員
氏
名

生
年
月
日

被被
扶扶
養養
者者
用用

変
更
年
月
日

世
帯
の
区
別

被
扶
養
者
氏
名

世
帯
の
区
別

順
位

被
扶
養
者
氏
名

生
年
月
日

順
位

順
位

世
帯
の
区
別

順
位

世
帯
の
区
別

郵
便
番
号

変更後の住所

カ
ナ
住
所

生
年
月
日

変更する被扶養者
被
扶
養
者
氏
名

被
扶
養
者
氏
名

生
年
月
日

漢
字
住
所

変
更
前
の
住
所

備
　
　
　
　
考

印印印

別
紙
様
式
第
二
十
九
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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附　

則

１　

こ
の
変
更
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
変
更
の
施
行
の
際
、
こ
の
変
更
に
よ
る
変
更
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
運
営
規
則
の
様
式
（
こ
の
変
更
に
よ
り
変
更
の
あ

っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
組
合
会
議
員
等
の
旅
費
等
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
改
め

る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
情
報
公
開
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

様
式

第
3
1
号

（
第

1
7
条

関
係

）

種
 
別

時
間

　
上

記
の

と
お

り
請

求
し

ま
す

。

　
　

東
京

都
職

員
共

済
組

合
理

事
長

　
殿

〒
共
済
組
合

決
定

欄

課
　

長

＊
請

求
者

の
「

氏
名

」
欄

は
、

記
名

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

、
自

筆
に

よ
る

署
名

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。

課
長

代
理

担
　

当

　　
　　
　　

育
児

時
短

勤
務

開
始

月
の

標
準

報
酬

月
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

円
　

　

担
当

者
                       電

話
番

号
　

第
級

円

育
児

時
短

勤
務

終
了

予
定

日

 
職

 
名

年
月

日

　
上

記
の

記
載

事
項

は
、

事
実

と
相

違
な

い
も

の
と

認
め

ま
す

。

氏
名

所
属

所
長

時
間

育
児

時
短

勤
務

開
始

年
月

日

年
月

組
合

員
氏

名

登
　

録
　

番
　

号

  育育
児児

時時
短短

勤勤
務務

手手
当当

金金
　　

  　　
請請

  求求
  書書

●●太太線線枠枠内内をを記記入入ししててくくだだささいい

所
属

所
名

組
合

員
番

号

年
月

日

請
求

対
象

月
の

勤
務

時
間

（
一

月
当

た
り

）

支
給

金
額

月

請
求

対
象

月

年

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

円

短
縮

前
の

所
定

勤
務

時
間

（
一

月
当

た
り

）

日
月

年

日

育
児

時
短

勤
務

に
係

る
子

の
出

産
年

月
日

請
求

対
象

月
に

支
払

わ
れ

た
報

酬
の

額

氏
 
名

請
求

者
年

月
日

共
済

組
合

受
付

印

住
所

印印

㊞㊞

㊞㊞
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◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
情
報
公
開
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
情
報
公
開
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
職

員
共
済
組
合
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
八
号
中
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に

改
め
る
。附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
人
間
ド
ッ
ク
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
三
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
人
間
ド
ッ
ク
の
実
施
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
共
済
組
合
人
間
ド
ッ
ク
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平

成
二
十
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
（
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
及
び
特

定
保
健
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
健
康
管
理
を
補
完
し
、

生
活
習
慣
病
、
」
を
「
自
覚
症
状
の
な
い
生
活
習
慣
病
や
」
に
改
め
、

「
潜
在
疾
患
の
」
を
削
り
、
「
疾
病
予
防
」
を
「
早
期
治
療
」
に
改

め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
な
つ
た
」
を
「
な
っ
た
」
に
、
「
三

万
五
千
円
」
を
「
三
万
七
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
満
三
十
五
歳
」
を
「
満
十
九
歳
」
に
、
「
二
万
五
千
円
」
を
「
二

万
七
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
満
五
十
歳
」
を

「
満
五
十
歳
、
満
五
十
五
歳
又
は
満
六
十
歳
」
に
、
「
三
万
円
」
を

「
三
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
一
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
七
年
東
京
都
職

員
共
済
組
合
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
中
「
余
白
」
を
「
余
白
等
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公

布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
二
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
職
員

共
済
組
合
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
四
項
中
「
、
書
き
損
じ
、
汚
損
、
破
損
」
を
削
り
、

「
人
事
異
動
等
」
を
「
人
事
異
動
、
公
印
の
改
刻
等
」
に
改
め
、

「
と
き
は
」
の
下
に
「
速
や
か
に
、
書
き
損
じ
、
汚
損
又
は
破
損
に

よ
り
使
用
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
使
用
終
了
手
続
時
に
（
公
印
管

理
者
が
求
め
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
発
生
の
都
度
）
」
を
加
え
、

「
速
や
か
に
」
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第

7
号

様
式

（
第

1
2
条

、
第

1
3
条

関
係

）

事
前

押
印

刷
り

込
み

保
管

責
任

者
文

書
の

種
類

公
印

名
公

印
番

号

事
前

押
印

・
刷

り
込

み
部

数
刷

り
込

み
の

場
合

の
新

規
・

繰
越

し
の

別

（（
事事

前前
押押

印印
・・

印印
影影

貸貸
与与

時時
：：

公公
印印

管管
理理

者者
等等

処処
理理

欄欄
））

事
前

押
印

・
印

影
貸

与
年

月
日

公
印

管
理

者
・

公
印

取
扱

主
任

事
前

押
印

・
印

影
貸

与

（（
印印

影影
返返

却却
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

等等
処処

理理
欄欄

））
※

刷
り

込
み

（
新

規
）

の
場

合
の

み
使

用

印
影

返
却

年
月

日
公

印
管

理
者

・
公

印
取

扱
主

任
印

影
返

却
確

認

（（
使使

用用
終終

了了
時時

：：
保保

管管
責責

任任
者者

記記
入入

欄欄
））

使
用
不
可
部
数

＋

残
部
数

＝

引
渡
し
部
数

※
各
部
数
を
処
理
簿
の
使
用
終
了
時
点
欄
か
ら
転
記

確
認

年
月

日
保

管
責

任
者

確
認

　
　

上
欄

記
載

の
部

数
が

現
物

と
一

致
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
、

使
用

終
了

し
ま

す
。

（（
使使

用用
終終

了了
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

引
渡

し
年

月
日

引
渡

し
部

数
公

印
管

理
者

使
用

終
了

確
認

　
　

上
記

の
と

お
り

引
渡

し
を

受
け

、
使

用
終

了
し

た
こ

と
を

確
認

し
ま

す
。

年
月

日
受

入
部

数
（

納
品

等
）

払
出

部
数

（
交

付
等

）
使

用
不

可
部

数
（

書
き

損
じ

等
）

残
部

数
担

当
者

合
計

部
部

（
日

本
産

業
規

格
A
列

4
番

）

使
用

終
了

時
点

公
印

文
書

等
処

理
簿

備
考

第
6
号

様
式

（
第

1
2
条

、
第

1
3
条

関
係

）

文
書

記
号

・
番

号

年
月

日

事
前
押
印

刷
り
込
み

公
印

管
理

者

殿

保
管

責
任

者
所

属
職氏

名

（
公

印
省

略
）

下
記

の
と

お
り

公
印

を
事

前
押

印
刷

り
込

み
す

る
の

で
申

請
し

ま
す

。

申申
請請

すす
るる

公公
印印

公
印

名
公

印
番

号

対対
象象

文文
書書

文
書

の
種

類
文

書
の

用
途

部
数

部
事

前
押

印
・

刷
り

込
み

を
必

要
と

す
る

理
由

１
　

受
託

者
に

刷
り

込
み

の
発

注
を

、
行

わ
せ

る
。

行
わ

せ
な

い
。

２
　

受
託

者
に

事
前

押
印

・
刷

り
込

み
の

文
書

を
、

保
管

さ
せ

る
。

保
管

さ
せ

な
い

。

該
当

す
る

も
の

を
丸

で
囲

む
。

３
　

受
託

者
に

事
前

押
印

・
刷

り
込

み
の

文
書

を
、

交
付

さ
せ

る
。

交
付

さ
せ

な
い

。

刷
り

込
み

の
場

合
の

新
規

・
繰

越
し

の
別

刷
り

込
み

の
場

合
の

本
文

の
印

刷
の

色
刷

り
込

み
の

場
合

の
公

印
の

色

備
考

（（
申申

請請
受受

付付
時時

：：
公公

印印
管管

理理
者者

処処
理理

欄欄
））

申
請

受
付

年
月

日
承

認
年

月
日

公
印

管
理

者
事

前
押

印
・

刷
り

込
み

承
認

（
日

本
産

業
規

格
A
列

4
番

）

公
印

記

事
務

処
理

を
委

託
す

る
場

合

申
請
書
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附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
共
済
組
合
公
印
規
程

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

行
う
同
規
程
第
十
二
条
第
二
項
（
同
規
程
第
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
三
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・

運
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
開
発
・
運
用
規
程

（
令
和
五
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を

「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
」
を
「
Ｄ
Ｘ
ア
ン
バ

サ
ダ
ー
」
に
改
め
、
同
条
中
「
情
報
処
理
指
導
主
任
は
」
を
「
Ｄ
Ｘ

ア
ン
バ
サ
ダ
ー
は
、
組
合
の
Ｄ
Ｘ
推
進
主
管
課
と
連
携
し
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
電
子
情
報
処
理
の
促
進
及

び
改
善
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
啓
発
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」
と

い
う
。
）
の
適
正
な
管
理
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を

「
前
二
号
」
に
、
「
電
子
情
報
処
理
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の

推
進
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
十
一
条
第
四
号
中
「
情
報
資
産
」
を
「
電
子
情
報
、
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
「
情
報
資
産
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
四
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京

都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
、
「
終

る
」
を
「
終
わ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
「
法
」
を
「
「
育
児
休
業
法
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
法
」
を
「
育
児
休
業
法
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
四
週
間
」
を
「
一
週
間
」
に
改

め
る
。

第
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
」
を

「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
子
ど
も
の
看
護
休
暇
」
を
「
子
ど
も
の
看
護
等

休
暇
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
子
育
て
部
分
休
暇
）

第
二
十
七
条
の
三　

理
事
長
は
、
九
歳
に
達
す
る
日
又
は
小
学
校
、

義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

の
第
三
学
年
を
修
了
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
を
養
育
す
る
職
員
（
育
児
短

時
間
勤
務
職
員
等
又
は
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
を
除

く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
業

務
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部

に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
子
育
て
部
分
休

暇
」
と
い
う
。
）
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
子
育
て
部
分
休
暇
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
都
の
例
に
よ
る
。

（
介
護
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
）

第
二
十
七
条
の
四　

理
事
長
は
、
職
員
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
若
し
く
は
二
親
等
内
の
親
族
又
は
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況

に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕

事
と
介
護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の

他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申

告
、
請
求
又
は
申
請
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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理
事
長
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が
四
十
歳
に
達
し
た

日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
知
ら
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

第
二
十
七
条
の
五　

理
事
長
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
利
用
に

係
る
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

二　

介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

三　

そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に

関
す
る
措
置

第
二
十
八
条
の
二
中
「
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
七
条
の
三
」

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６　

第
二
十
七
条
の
三
に
よ
り
規
定
す
る
休
暇
を
申
請
す
る
た
め
の

様
式
は
、
別
記
第
八
号
様
式
と
し
、
理
事
長
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

７　

前
項
の
子
育
て
部
分
休
暇
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
は
、
子
育

て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
、
職
員
の
子
で
な
く
な

っ
た
場
合
又
は
養
育
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
別
記
第
九
号
様

式
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
理
事
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
別
記
第
八
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
号

様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記
第
九
号
様
式
」
を
「
別
記

第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
職
員
カ
ー
ド
」
を

「
名
札
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
五
を
第
四
十
七
条
の
六
と
し
、
第
四
十
七
条
の
四

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
禁
止
）

第
四
十
七
条
の
五　

職
員
は
、
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
就
業
者

（
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
（
令
和
六
年

東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
就
業
者

を
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
わ
れ
る
著
し
い
迷

惑
行
為
（
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
著
し
い
迷
惑
行
為
を
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
就
業
環
境
を
害
す
る
も
の
を
行
っ
て
は
な
ら

な
い
。

第
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
禁
錮
」
を
「
拘
禁

刑
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中

「

子
ど
も
の

看
護
休
暇
の

付
与
日
数

」
を

「

子
ど
も
の

看
護
等
休
暇

の
付
与
日
数

」

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
表
中
「続

柄

」
を
「続

柄
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
表
中
「続

柄

」
を
「続

柄
等

」
に
改
め
、
「規

定
す
る
育
児
時
間

」
の
次
に
「、

同
規
程
第
27条
の
３
に
規
定
す
る

子
育
て
部
分
休
暇

」
を
加
え
、
「部

分
休
業
又
は
育
児
時
間

」
を

「育
児
時
間
、
子
育
て
部
分
休
暇
又
は
部
分
休
業

」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
八
号
様
式
を
別
記
第
十
号
様
式
と
し
、
別
記
第
九
号
様
式

を
別
記
第
十
一
号
様
式
と
し
、
別
記
第
七
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様

式
を
加
え
る
。

第
号
様
式
第
条
関
係

申
請

事
由

変
更

届

年
月

日

東
京
都
職
員
共
済
組
合
理
事
長
殿

所
属

氏
名

次
の
と
お
り
、
介
護
休
暇
又
は
介
護
時
間
に
係
る
申
請
事
由
に
変
更
が
生
じ
た
の
で
届
け
出
ま

す
。

届
出
の
事
由

□
介
護
休
暇
□
介
護
時
間
に
係
る

□
被
介
護
者
が
死
亡
し
た
。

□
被
介
護
者
が
介
護
を
要
し
な
い
状
態
に
な
っ
た
。

□
被
介
護
者
と
の
関
係
が
配
偶
者
若
し
く
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方

又
は
二
親
等
内
の
親
族
で
な
く
な
っ
た
。

□
職
員
が
被
介
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
さ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

□
そ
の
他

届
出
の
事
由
が
発
生
し
た
日

年
月

日

承
認
権
者
確
認

年
月

日

介
護
休
暇
又
は

介
護
時
間
取
消
し

年
月

日

日
本
産
業
規
格
列
番



10令和7年3月31日（月曜日）（増刊　50） 東　京　都　公　報
 

(
裏

) 

(
裏

)
 
 

 
請

求

月
日
 

変
更

又
は

取
消

し
を

行
っ

た
日

・
時
間
 

時
間

数
 

承
認

権
者
 

 

区
分
 
月

日
 

午
前
 

午
後
 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

変
更
 

取
消

し
 
 

 
時

 
分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
 

分
か

ら
 

時
 

分
ま

で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 

 
 
第

8号
様
式

(
第
2
7
条
の

3関
係

)
(
表
) 

子
育

て
部

分
休

暇
承

認
請

求
書
 

(
表

)  

 
  

 

 提
出

年
月

日
 

 
 

 
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 

 
東

京
都
職

員
共

済
組

合
理

事
長

 
 
 

 
 

殿
 

 
 

所
属
 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 

 
 

 
次

の
と

お
り

子
育

て
部

分
休

暇
の
承

認
を

請
求

し
ま

す
。

 

1
 

請
求

に
係

る
子
 

氏
名

 
 

 

続
柄

 
 

 

生
年

月
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
生
 

2
 

請
求

期
間

及
び

時
間
 

期
間

 
時

間
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

□
 
毎

日
 

□
 

そ
の

他
 

 
 

( 
 
 

 
) 

午
前

 
 

時
 

 
分

か
ら
 

 
 

 
 

時
 

 
分

ま
で
 

午
後

 
 

時
 

 
分

か
ら
 

 
 

 
 

時
 

 
分

ま
で
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

□
 
毎

日
 

□
 

そ
の

他
 

 
 

( 
 
 

 
) 

午
前

 
 

時
 

 
分

か
ら
 

 
 

 
 

時
 

 
分

ま
で
 

午
後

 
 

時
 

 
分

か
ら
 

 
 

 
 

時
 

 
分

ま
で
 

3
 

備
考
 

 
 

  
(
注

)1
 
請

求
に

当
た

っ
て
は

、
母
子

健
康

手
帳

、
住

民
票

等
を
提

示
す

る
こ

と
。
 

 
 

 
2
 
請

求
に

係
る

子
に
つ

い
て
、
職
員

以
外

の
当

該
子

の
親
が

子
育

て
部

分
休

暇
等

の
制
度

の
適

用
を

受
け

て
い

る
場

合
は

、「
3
 
備

考
」

欄
に
記

入
す

る
こ

と
。
 

 
 

 
3
 
子

育
て

部
分

休
暇
の

承
認
に

つ
い

て
、

職
員

の
申

請
に
基

づ
き

変
更

又
は

取
消

し
を
行

っ
た

場
合

は
、

そ
の

旨
を

裏
面

に
記

入
す

る
こ

と
。
 

 
 

 
4
 
該

当
す

る
□

に
は
、

レ
印
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4番
)
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附　

則

１　

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の
改
正
規
定
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
、

次
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の
職
員
に

関
す
る
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条

の
三
に
規
定
す
る
超
過
勤
務
の
免
除
、
改
正
後
の
規
程
第
二
十
六

条
に
規
定
す
る
子
ど
も
の
看
護
等
休
暇
及
び
改
正
後
の
規
程
第
二

十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
請
求
等
は
、

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３　

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

職
員
共
済
組
合
の
職
員
に
関
す
る
規
程
別
記
第
四
号
様
式
か
ら
第

七
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要

の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
診
療
報
酬
等
調
査
委
員
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
五
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
診
療
報
酬
等
調
査
委
員
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
診
療
報
酬
等
調
査
委
員
規
程
（
平
成
十
八

年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
改
め
る
。

附　

則

 
 
第

9号
様
式

(
第
2
7
条
の

3関
係

) 

養
育

状
況

変
更

届
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

東
京

都
職

員
共

済
組

合
理

事
長
 

殿
 

所
属
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
次

の
と

お
り

子
育

て
部

分
休

暇
に
係

る
子

の
養

育
状

況
に

つ
い
て

変
更

が
生

じ
た

の
で

届
け
出

ま
す

。
 

   
1
 
届

出
の

事
由
 

 
 

□
 

子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

が
死

亡
し

た
。
 

 
 

□
 

子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

と
離

縁
し

た
(
養
子
縁

組
の
取

消
し

を
含

む
。

)。
 

 
 

□
 

子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

と
の

親
族

関
係

が
特

別
養
子

縁
組

に
よ

り
終

了
し

た
。
 

 
 

□
 

子
育

て
部

分
休

暇
に

係
る
子

を
養

育
し

な
く

な
っ

た
。
 

 
 

 
□

 
同

居
し

な
く

な
っ

た
。
 

 
□

 
負

傷
・

疾
病

 

 
 

 
□

 
そ

の
他

( 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
) 

 
 

□
 

そ
の

他
(
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
) 

 
2
 
届

出
の

事
由

が
発

生
し
た

日
 

 
 
 
 

 
 

年
 

 
 

月
 
 

 
日
 

 
 

(注
)
該
当

す
る

□
に

は
レ

印
を
記

入
す

る
こ

と
。
 

(
日

本
産

業
規

格
A列

4番
) 
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こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
障
害
審
査
委
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
六
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
障
害
審
査
委
員
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
障
害
審
査
委
員
規
程
（
平
成
八
年
東
京
都

職
員
共
済
組
合
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
種
類
」
を
「
種
目
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
共
済
組
合
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
診
療
所
処
務
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
七
号

東
京
都
職
員
共
済
組
合
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
診
療
所
処

務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
職
員
共
済
組
合
シ
テ
ィ
・
ホ
ー
ル
診
療
所
処
務
規
程
（
平

成
十
二
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
外
科
」
を
「
、
整
形
外
科
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
一
号

昭
和
三
十
八
年
東
京
都
職
員
共
済
組
合
告
示
第
一
号
（
東
京
都
職

員
共
済
組
合
の
所
属
所
、
所
属
所
長
及
び
委
任
事
務
等
の
決
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長　

栗　

岡　

祥　

一

別
表
第
一
中

「
子
供
政
策
連
携
室

子
供
政
策
連
携
室
長

」
を

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際

金
融
都
市
戦
略
室

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際

金
融
都
市
戦
略
室
長

「
子
供
政
策
連
携
室

子
供
政
策
連
携
室
長
」
に
、

「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局

生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を

「
生

活

文

化

局

生
活
文
化
局
長

」
に
、

都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

都
民
安
全
総
合
対
策
本
部

長

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部

ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
長

「
中
央
卸
売
市
場

中
央
卸
売
市
場
長
」
を

「
中
央
卸
売
市
場

中
央
卸
売
市
場
長

に

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推

進
本
部

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
戦
略
推

進
本
部
長

」

改
め
る
。附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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目
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